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１．文京区地域公益活動ネットワーク運営に関する事項 
 

（１）事業の経過およびその成果 

平成 28年 8月に、区内にある社会福祉法人が互いに連携・協働を図るためのネットワークと

して文京区地域公益活動ネットワークを立ち上げました。区内の社会福祉法人が分野の垣根を越

えて一堂に集まる機会はこれがはじめてのことで、１年目は互いの事業を把握することや、地域公

益活動に関する情報や認識を共有することに力を入れました。２年目より、具体的な取組みに向け

てアンケート調査を行ったりしました。これにより、各社会福祉法人が抱える課題や資源の状況が

明らかになりました。区内の社会福祉法人が連携し、互いの強みを活かすことで、多くの課題に取

組めていけることがわかってきました。「夢の本箱」の取組みをはじめるまで、２年間に渡る議論を

経ました。「わたしたち社会福祉法人はどのような地域課題に取り組んでいくべきなのか、自分た

ちには何が求められているのか」この問いに多くの時間を費やしました。 

 

●会議の開催 

 開催年月日 内 容 

総会 

第１回 

2018年 7月 30日 

1.夢の本箱プロジェクトの進捗報告 

2.文京区地域公益活動ネットワークの体制について 

第２回 

2018年 2月 26日 

1.2018年度 事業報告 

2.2018年度 収支報告 

3.2019年度 事業計画（案） 

4.2019年度 収支予算（案） 

企画協働推進部会 

第１回 

2018年 9月 20日  

１.企業社会貢献ネットワークにおける夢の本箱の依頼につい

て 

２.夢の本箱の運営について 

３.文京つながるメッセの参加について 

第２回 

2018年 11月 5日 

１.企業貢献ネットワークの報告について 

２.文京つながるメッセについて 

第３回 

2018年 12月 13日 

１.夢の本箱冬休みの補助について 

２.学校への協力依頼について 

３.夢の本箱資金の使いみちについて 

第４回 

2019年 2月 26日 

1.ハーベストパントリーについて 

2.全地区版子ども食堂について 

第５回 

2019年 3月 11日 

１.夢の本箱取扱品を説明したチラシの作成および配布につ

いて 

広報戦略部会 

第１回 

2018年１１月 8日 

１.のぼり旗の作成について 

２.リーフレット作成について 

３.HP作成について 

第２回 1.リーフレット作成について 
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2019年 3月 14日 

財務部会 
第１回 

2019年 2月 14日 

１.財務部会の役割について 

２.財務状況の確認 

３.総会への報告について 
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２．夢の本箱に関する事項 
 

（１）事業の経過およびその成果 

「夢の本箱」は区内２３の社会福祉法人が組織や分野の垣根を越えて連携する地域公益活動とし

て、未来ある子どもたちを地域とともに育てたいという思いから始めました。検討当初、地域公益活動

は、多くの社会福祉法人でそれぞれ取り組まれていましたが、広く一般に知られていない現状があり

ました。現在、区内には２３か所の事業に夢の本箱が設置され、多くの方々から本のご寄付をいただ

いております。本を通じて広く地域に取組みを知ってもらうことができました。また、地域のイベントに出

向き、PRすることで、夢の本箱への協力は個人のみならず、企業や学校にまで協力が広がっていま

す。これにより、ご寄付いただいた本の売上による収益やご寄付も当初予定より多く集まりました。 

今年度は３か所の社会福祉法人にて子ども食堂が実施され、皆さまからご協力いただきました資

金を食材費として補助させていただきました。 

 

①  本の換金に関する収益 

 夢の本箱における本の売上金額は平成 31年 3月 31日までに、195,714円となりました。 

 

●売上金額および買取対象冊数 

 2018年度  （自 2018年 6月 1日至 2019年 3月 31日） 

買取合計金額 買取対象冊数 一冊あたりの単価 

平成 30年  6月 5,505円 146冊 37.7円 

平成 30年  7月 8,265円 191冊 43.3円 

平成 30年  8月 23,305円 588冊 39.6円 

平成 30年  9月 19,113円 641冊 29.8円 

平成 30年 10月 11,789円 178冊 66.2円 

平成 30年 11月 13,564円 369冊 36.7円 

平成 30年 12月 39,628円 842冊 47.0円 

平成 31年  1月 23,275円 411冊 56.6円 

平成 31年  2月 20,284円 411冊 49.3円 

平成 31年  3月 30,986円 472冊 65.6円 

合 計 195,714円 4,241冊 46.1円 

（注）２３か所の回収および換金は株式会社ブギ様のご協力をいただきました。 
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② 夢の本箱における設置場所 

 区内２３の事業所のほか、企業・学校に設置しました。 

 

●事業所 

法人名 事業所名 所在地 

社会福祉法人洛和福祉会 洛和ヴィラ文京春日 春日 1 丁目 9 番 21 号 

社会福祉法人わかぎり 工房わかぎり 春日 2 丁目 19 番 3 号 北原ビル 3 階 

社会福祉法人文京槐の会 は～と・ピア２ 小石川 4 丁目 4 番 5 号    

社会福祉法人福音会 特別養護老人ホーム文京白山の郷 白山 5 丁目 16 番 3 号    

社会福祉法人泉湧く家 泉湧く憩いの家 千石 2 丁目 31 番 9 号    

社会福祉法人復生あせび会 アビーム 千石 4 丁目 37 番 4 号ウイスタリア千石１階 

社会福祉法人武蔵野会 リアン文京 小日向 2 丁目 16 番 15 号  文京総合センター1 階  

社会福祉法人フロンティア 特別養護老人ホーム文京くすのきの郷 大塚 4 丁目 18 番 1 号    

社会福祉法人文京槐の会 は～と・ピア 大塚 4 丁目 21 番 8 号    

社会福祉法人三幸福祉会 
介護付き有料老人ホーム 

杜の癒しハウス文京関口 
関口 1 丁目 14 番 12 号    

社会福祉法人洛和福祉会 高齢者あんしん相談センター大塚分室 
音羽 1 丁目 15 番 12 号  

東急ドエル・アルス音羽 1 階    

社会福祉法人佑啓会 ふる里学舎本郷 本郷 2 丁目 21 番 7 号 

社会福祉法人本郷の森 銀杏企画三丁目 本郷 3 丁目 29 番 6 号  カリテス佐々木ビル 2 階  

社会福祉法人 

文京区社会福祉協議会 
フミコム 

本郷 4 丁目 15 番 14 号 

文京区民センター地下 1 階 

社会福祉法人本郷の森 銀杏企画 本郷 5 丁目 25 番 8 号  香川ビル 1 階  

社会福祉法人あしたばの会 たんぽぽ保育園 本郷 7 丁目 3 番 1 号 

社会福祉法人 

日本国際社会事業団 

 
湯島 1 丁目 10 番 2 号 御茶ノ水Ｋ＆Ｋビル 3 階 

社会福祉法人東六会 特別養護老人ホームゆしまの郷 湯島 3 丁目 29 番 10 号 

社会福祉法人山鳥の会 ワークショップやまどり 弥生 2 丁目 9 番 6 号    

社会福祉法人くぬぎの会 どんぐり保育園 千駄木 2 丁目 48 番 4 号  グランドメゾン千駄木 2

階  

社会福祉法人東京福祉会 道灌山会館 千駄木 3 丁目 52 番 1 号 

社会福祉法人桜栄会 特別養護老人ホーム文京千駄木の郷 千駄木 5 丁目 19 番 2 号 

社会福祉法人芙蓉会 文京昭和高齢者在宅サービスセンター 本駒込 2 丁目 28 番 31 号 

 

●企業・学校 

企業・学校名 所在地 

アップワード株式会社 渋谷区初台 2-13-12 金山ビル 2 階 

エーザイ株式会社 文京区小石川 4 丁目 6 番 10 号 

NEC ネッツエスアイ株式会社 文京区後楽 2 丁目 6 番 1 号 

東洋学園大学 文京区本郷 1 丁目 26 番 3 号 

富士通エフ・アイ・ビー・システムズ株式会社 文京区小石川 1 丁目 3 番 21 号 

日本生命春日町第 2 ビル 

三菱食品株式会社 大田区平和島 6 丁目 1 番 1 号 

 



 

5 

 

 

③ ご寄付および本の寄贈 

 297，013円のご寄付や本の寄贈をいただきました。 

 

●協力団体 

文京区手話講習会受講生の皆さま 

Food moVing on! 

文京区民生委員・児童委員協議会 

（注）こちらに「夢の本箱」は設置しておりません。 

 

④ 子ども食堂における補助 

 区内３か所の社会福祉法人の実施する子ども食堂に、食材費として補助させていただきました。 

 

法人名 金額 

区内社会福祉法人（夏休み） 8,511円 

区内社会福祉法人（夏休み） 19,315円 

合 計 27,826円 

 

⑤ PR活動 

 以下のイベントに参加し、PR活動を行いました。 

 

開催年月日 内 容 

平成 30年 10月 29日 企業社会貢献ネットワーク 

平成 30年 11月 17日 文京つながるメッセ 

 

（２）対応すべき課題 

今後の課題とその対策は以下の通りです。 

 

資金の使いみちについて 

リサイクル換金による収益やご寄付が当初の予定より多く出ました。これにより、事業の拡充

を図ることができるため、翌年度の実施に向けて検討していきます。 
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文京区地域公益活動ネットワーク収支決算書 

（2018年４月１日から 2019年３月３１日まで） 

 

（収入の部）                                              (単位：円) 

科目 
予算額 決算額 

増減額 備考 
当期予算 内訳 当期決算 内訳 

①事業収入 30,000  195,714  165,714  

売上  30,000  195,714 165,714  

②雑収入 300,000  597,014  297,014  

寄付金  0  297,013 297,013  

助成金  300,000  300,000 0  

運用益  0  0 0  

手数料等  0  1 １  

③前期繰越金 0  0  0  

預金  0  0 0  

現金  0  0 0  

郵券  0  0 0  

当期収入合計 330,000  792,728  462,728  

 

（支出の部）                                              (単位：円) 

科目 
予算額 決算額 増減額 備考 

当期予算 内訳 当期決算 内訳   

①活動費 30,000  27,826  △2,174  

 子ども食堂助成金  30,000  27,826 △2,174  

②広報費 300,000  295,584  △44,16 
リーフレット等作

成 

③企画運営・会議費 0  0  0  

④事務所経費 0  270  270 振込手数料 

⑤予備費 0  0  0  

⑥次期繰越金 0  469,048  469,048  

当期支出合計 330,000  792,728  462,27８  
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2019年度 文京区地域公益活動ネットワーク事業計画 

（2019年４月１日から 2020年３月３１日まで） 

 

 現在、地域では既存の制度だけでは支援することが難しい課題が増加しています。これらの課題

に対応していくためには、その地域の実情に応じた地域づくりが求められていると思います。文京

区は、多くの名作文学が誕生した街であり、本を通じた「夢の本箱」は地域の方々にとって、とても

協力を得られやすいものであったと感じています。 

２０１９年度は、これまでの活動をさらに促進、発展させることとし、次に掲げる活動によって、文

京区における子どもの貧困問題に取り組んでいきます。 

 
 

① 「夢の本箱」の推進 

 2018年度の活動では、極めて協力的かつ積極的なご協力により、当初見込みをはるかに超え

るご協力をいただきました。 

 あくまでも、書籍という限りある資源ですので、このままの伸びを見込むことはできませんが、協

力いただける方の広がりを見ますと、何かにお役に立てればというお気持ちの醸成を感じることで

きます。このような、そのお気持ちの具現化、見える化にお手伝いすることにより、区民の心の中に、

助け合い、相互扶助の種をまき育てることにつながると考え、そのお手伝いを推進します。 

 

②  こども食堂の活動支援 

 2018年度に引き続き、給食のない期間、すなわち夏休み中の子ども食堂を開催する団体等を

支援します。2018年度では、次に長い期間である春休みでの開催を行った団体もあり、こちらも

含め、トータルで 10回（団体）程度の開催支援を行います。また、社会福祉法人が一丸となった

子ども食堂も開催いたします。 

 

③ ハーベストパントリー 

 今年度より取り組む事業として、ハーベストパントリーを提起します。 

 実施方法については幾通りかあると思われますが、当ネットワークでは、拠点に食料品等をストッ

クし、必要な方にお持ち帰りいただく方法で、10か所程度の拠点で実施します。  
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文京区地域公益活動ネットワーク収支予算書 

（201９年４月１日から 2020年３月３１日まで） 

 

（収入の部）                                              (単位：円) 

科目 
予算額 対前年 

備考 
当期予算 内訳 前期決算 増減額 

①事業収入 100,000  121,169 △21,169  

売上  100,000 121,169 △21,169  

②雑収入 0  597,013 △597,013  

寄付金  0 297,013 △297,013  

助成金  0 300,000 △300,000  

運用益  0 0 0  

手数料等  0 0 0  

③ 前期繰越金 365,011  0 365,011  

預金  365,011 0 365,011  

現金  0 0 0  

郵券  0 0 0  

当期収入合計 465,011  718,182 △253,171  

 

 

（支出の部）                                               (単位：円) 

科目 
予算額 対前年 

備考 
当期予算 内訳 前期決算 増減額 

①活動費 300,000  52,091 247,909  

 子ども食堂助成金  150,000 52,091 97,909 \15、000×10回として 

 ﾊｰﾍﾞｽﾄﾊﾟﾝﾄﾘｰ  150,000 0 150,000 \15、000×10か所として 

②広報費 100,000  300,000 △200,000 リーフレット等作成 

③企画運営・会議費 35,000  0 35,000 交通費・講演会準備等経費 

④事務所経費 30,000  10,080 19,920 振込手数料 

⑤予備費 11  0 11  

⑥次期繰越金 0  356,011 △356,011  

当期支出合計 465,011  718,182 △253,171  
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文京区地域公益活動ネットワーク部会員名簿 

 
所属部会 氏 名 法人名 役職名 

企画・協働推進部会 松下 功一  文京槐の会 委員長 / 幹 事  

企画・協働推進部会 菅原 良次 あしたばの会 幹 事 

企画・協働推進部会 五井 亨 あしたばの会 幹 事 

企画・協働推進部会 柳沼 亮一 三幸福祉会 幹 事  

企画・協働推進部会 三橋 裕子 福音会 幹 事 

企画・協働推進部会 羽染 弥榮子 フロンティア 幹 事 

企画・協働推進部会 根間 なおみ フロンティア 幹 事 

企画・協働推進部会 小林 正幸 芙蓉会 幹 事 

企画・協働推進部会 小倉 敬右 芙蓉会 幹 事 

企画・協働推進部会 西村 浪二 洛和福祉会 幹 事 

企画・協働推進部会 山川 一朗 洛和福祉会 幹 事 

企画・協働推進部会 根本 亜紀 太陽福祉協会  

企画・協働推進部会 田中 百合子 太陽福祉協会  

広報戦略部会 石川 美絵子 日本国際社会事業団  

広報戦略部会 山内 哲也 武蔵野会  

広報戦略部会 尾上  有希 本郷の森 幹 事 

広報戦略部会 藤井 ちな 本郷の森 幹 事 

広報戦略部会 米田 直子 復生あせび会 幹 事 

広報戦略部会 髙田 俊太郎 復生あせび会  

広報戦略部会 黒木 千春 泉湧く家  

広報戦略部会 岸本 初美 敬愛健伸会  

広報戦略部会 福島 敬修 東京福祉会  

広報戦略部会 中谷 信一 東六会  

財務部会 小林 美千代 わかぎり  

財務部会 名取 俊彦 わかぎり  

財務部会 新堀 季之 桜栄会 副委員長 / 幹 事 

財務部会 梅澤 那美 くぬぎの会 幹 事 

財務部会 北見 聡 文京槐の会 幹 事 

財務部会 石井 花梨 カリヨン子どもセンター  

財務部会 堀金 兼太郎 佑啓会  

財務部会 三股  金利 佑啓会  

財務部会 行場 貴子 佑啓会  

財務部会  山鳥の会  

事務局 田口 弘之 文京区社会福祉協議会  

（敬称略） 
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文京区地域公益活動ネットワーク規約 

 
第１章 総則 
 (目的) 
第１条 文京区地域公益活動ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)は、多様化・深刻
化する地域課題の解決に向けて、区内の社会福祉法人(以下「法人」という。)がそれぞれの特
性を活かし、互いに連携・協働して公益活動に取り組むことで、地域福祉の推進を図ることを
目的とする。 
（事務所の所在地） 
第２条 ネットワークの事務所は、東京都文京区本郷四丁目 15 番 14 号に置く。 
(構成) 
第３条 ネットワークは、文京区内で活動する法人のうち、参加を希望する法人で構成する。 
 (参加及び脱退) 
第４条 文京区内で活動する法人はいつでも参加することができる。 
２ 参加した法人は希望するときは脱退することができる。 
第２章 委員会 
（委員） 
第５条 ネットワークに委員会を設置し、各法人は委員を１名選出する。 
（任期） 
第６条 委員の任期は各法人が定める。 
（権限） 
第７条 委員会は、次の事項について決議する。 
（１）規約の改正 
（２）予算及び事業計画の承認 
（３）解散 
（４）その他委員会において必要と認める事項 
２ 解散の決議は第１９条による。 
（委員長） 
第８条 委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。 
２ 委員長は幹事会が選出する。 
３ 委員長の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 
４ 副委員長は委員長が指名する。 
５ 副委員長の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 
（総理) 
第９条 委員長は、会務を総理する。 
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 
（開催） 
第１０条 委員会は、必要がある場合に開催する。 
 (招集) 
第１１条 委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員は、委員長に対し、委員会の招集を請求することができる。 
３ 各法人は委員の外、事業所の代表を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。 
（決議） 
第１２条 委員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する委員を除く委員の過半数が
出席し、出席委員の過半数をもって行い、可否同数のときは委員長の決するところによる。 
２ 前項の規定にかかわらず、委員（当該事項について決議に加わることができるものに限る。）
の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、委員会の決議があったもの
とみなす。 
第３章 部会 
（部会） 
第１３条 委員会の下に部会を置く。 
２ 部会の数及び権限は委員会で定める。 
３ 委員はいずれかの部会に所属するものとする。 
４ 委員の外、事業所の代表は部会に所属することができる。 
第４章 幹事会 
（幹事） 
第１４条 幹事は３名以上とし、各部会の中から互選により選出する。 
（任期） 
第１５条 幹事の任期は就任から２年とし、再任を妨げない。 
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（権限） 
第 1６条 幹事会は次の事項について決議する。 
（１）ネットワークが行う事業(以下「事業」という。) 
（２）事業実施に係る必要な事項 
（３）委員長の選任及び解職 
（決議） 
第１７条 幹事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する幹事を除く幹事の過半数が
出席し、出席幹事の三分の二をもって行う。 
２ 幹事会に欠席した幹事が書面又は電磁的記録により意思表示をしたときは、正当な決議が
あったものとみなす。 
第５章 事務局 
(事務局) 
第１８条 ネットワーク、委員会及び幹事会の事務を処理するため、文京区社会福祉協議会に
事務局を置く。 
２ 事務局担当者は幹事会に出席し、意見を述べることができる。 
第６章 解散 
(解散) 
第１９条 ネットワークは全委員の三分の二の決議により解散する。 
 
附 則 
 この規約は、平成３０年４月１日から適用する。 
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